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安倍首相(当時)・内閣府制定の「ロボット新戦略」に基づき、
2015年5月にＲＲＩが発足。現在約414会員（2025年4月時点）

協調領域を整備・拡充し、競争領域へ投資を集中できるようにすることで、
日本の事業競争力の強化・イノベーションの推進を加速する活動を実施中

「全国ロボット・地域連携ネットワーク」
（RINGプロジェクト）

企業会員説明会

2026年1月15日・21日

ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会
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安倍首相(当時)・内閣府制定の「ロボット新戦略」に基づき、
2015年5月にＲＲＩが発足。現在約420会員（2026年1月時点）

協調領域を整備・拡充し、競争領域へ投資を集中できるようにすることで、
日本の事業競争力の強化・イノベーションの推進を加速する活動を実施中

１. ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会（RRI）について
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事務局 IEC SyC SM 国内審議団体

国際電気標準会議（IEC SyC SM）
Systems Committee
Smart Manufacturing

総会 運営幹事会

会長

副会長

運営幹事

監査役

評議員

実務者連絡会

実務者

WG1：IoTによる製造ビジネス変革WG

第四次産業革命など製造業のビジネス変革をテーマとするWG

WG2：ロボット利活用推進WG

ロボットの社会実装をテーマとするWG

WG3：ロボットイノベーションWG

ロボットのイノベーションをテーマとするWG

未来ロボティクスエンジニア育成協議会

全国ロボット・地域連携ネットワーク

２. RRI 組織体制

25年6月設立
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３. 企業会員 入会のご案内

添付 「全国ロボット・地域連携ネットワーク 企業会員 

入会申込書」 に必要事項を記入の上、

事務局（ ring@jmfrri.gr.jp ）へ提出下さい。

＜記載上の留意事項＞

✓ 会員種別：「３.企業会員（大企業等）」 or 

「４.企業会員（中小企業）」のどちらかを選択下さい。

✓ 事業概要には、本会の活動に関連する内容を中心に

ご記載下さい。

✓ 代表者および連絡責任者を登録願います。

  代表者は本会活動に参加する代表者を登録願います。

✓ ご入会理由は、今後の取組みの参考とさせて頂きたく、

可能な限り、詳細にご記載下さい。

お申込み受付後、内容確認‣審査を経て、

登録メールアドレス宛に「入会のご連絡」を送信します。

mailto:ring@jmfrri.gr.jp
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４. 全国ロボット・地域連携ネットワーク 「主な規約内容（1/6）」

＜本会の現行規約＞ 詳細は以下ご確認下さい。

 https://www.jmfrri.gr.jp/region_network/policy 

＜企業会員制度導入に伴う主な追加・変更項目＞

・第4条（会員）（3）企業会員の新設

・第6条 企業会員を対象とした入会不承認条項の新設

・上記追加により、以降の条番号を繰り下げる。（第6条→第7条）

・第9条（役員）（2）企業会員新設に伴う幹事人数の変更

・第16条-6（議決権）企業会員の追加

・第19条（会費）企業会員会費の追加

https://www.jmfrri.gr.jp/region_network/policy
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４. 全国ロボット・地域連携ネットワーク 「主な規約内容（2/6）」

＜主な規約内容（抜粋）＞

第4条（会員） ＜変更点＞ 企業会員の追加

本会の会員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
 （１）正会員  ：本会の目的に賛同し、地域企業のロボット導入をはじめとした生産性向上の支援に
   取組む地方自治体、支援機関等
 （２）準備会員：本会の目的に賛同し、地域企業のロボット導入をはじめとした生産性向上の支援に
 取組むための支援体制整備を行っている地方自治体、支援機関等
 （３）企業会員：本会の目的に賛同し、地域企業のロボット導入をはじめとした生産性向上に資する
 取組を推進できる企業等

第5条（入会）

本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を事務局に提出し、第１７条で定める幹事会
の承認を得て会員になることができる。

    本会の会員になる者は、会員を代表する１名を登録することとし、代表者に変更が生じた場合は、
速やかに事務局に報告するものとする。



2025 Copyright Robot Revolution Initiative, All Rights Reserved. 7

４. 全国ロボット・地域連携ネットワーク 「主な規約内容（3/6）」

＜主な規約内容（抜粋）＞

第6条（入会不承認） ＜変更点＞ 入会不承認条項の新設

本会の会員になろうとする者が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本会は入会を承認
しない場合がある。 

 （１）入会申込時の申告事項に、虚偽の記載、誤字又は記入漏れがある場合 
 （２）過去に本会から資格を取り消されたことがある場合 
 （３）暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動
  標榜ゴロ、その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人

又はこれらに準ずる者である場合
 （４）外資系企業（外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体をいう。）で、日本に

支社又は製造拠点を持たない場合 
  ２ 前項（４）の規定に関わらず、地域企業のロボット導入をはじめとした生産性向上に資する取組を

 推進できる企業として幹事会が認める企業は、入会を承認する場合がある。

第7条（退会）

本会は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、会員が退会しようとするときは、あらかじめ
書面をもって事務局に提出しなければならない。
２ 会員が、第４条に定める会員資格を満たさなくなった時は、退会したものとみなす。
３ 会員が、本規約を遵守しないとき又は本会の趣旨にそぐわない行為があった場合、第１７条で定める
幹事会の承認を得て退会させることができる。
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４. 全国ロボット・地域連携ネットワーク 「主な規約内容（4/6）」

＜主な規約内容（抜粋）＞

第9条（役員） ＜変更点＞ 企業会員新設に伴う幹事人数の変更

本会の運営のため、次の各号に定める役員を置く。
（１）主査：１名
（２）幹事：１５名以下
（３）監査役：１名

第16条（総会）

本会の議決機関として総会を開催する。
２ 総会は、会員をもって構成し、毎年１回通常総会を開催する。ただし、主査が特に必要と認める

 場合には、臨時総会を開催することができる。
３ 総会は、主査が招集する。ただし、主査が適当と認めた場合には、オンライン、書面又は電子メール
（以下 「書面等」という。）による開催とすることができる。

４ 総会では、事業計画及び事業報告、予算及び決算など本会の運営に関する重要事項を審議し、
 決定するものとする。

５ 総会の議長は、主査がこれにあたる。
６ 総会における議決権は、正会員、準備会員それぞれ１会員に付き１票とする。
７ 総会は、総会の議事は、出席者（オンライン、代理出席、委任状を含む。）の過半数の同意を

 もって決し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。
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４. 全国ロボット・地域連携ネットワーク 「主な規約内容（5/6）」

＜主な規約内容（抜粋）＞

第19条（会費） ＜変更点＞ 企業会員の追加

本会の会員は、次の各号に定める年会費を納入しなければならない。
（３） 企業会員：大企業等３０万円、中小企業１５万円
２ 中小企業の範囲は、中小企業基本法第２条第１項に定める範囲に従うものとし、大企業等とは

 中小企業以外の企業等を指すものとする。
３ 事務局が認める者については年会費を免除することができる。
４ 会費は、事業年度の途中で入会した場合にも一律とし、途中退会の場合も返却しない。

第20条（予算及び決算）

本会の運営に係る予算及び決算は、総会の承認を受けなければならない。
２ 年度途中で予算案を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

 ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
３ 前条に定める会費は、本会の運営のための経費にのみ活用するものとし、余剰金が発生した場合は、

 次年度に繰り越すものとする。

第22条（事務局）本会の事務局は、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会に置く。
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４. 全国ロボット・地域連携ネットワーク 「主な規約内容（5/6）」

＜主な規約内容（抜粋）＞

第25条（情報の帰属）

本会の活動を通して得られた導入事例等の活動成果は、本会に帰属し、会員に共有することができる。
２ 会員が本会で得た情報は、公開情報を除いて原則として会員限りとする。ただし、本会以外に公開する
   必要がある場合は、事務局の了解を得て行うものとする。

第28条（禁止事項）

本会における諸活動及びそれを行う者は、「価格制限行為」、「数量制限行為」、「顧客、販路等の制限行為」、
「設備又は技術の制限行為」、「参入制限行為等」、「その他、競争法に抵触するおそれのある行為」及び
その疑いを惹起する行為を行わない。
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５. 入会のお願い

会員募集は随時、受け付けておりますが、

第３回全体会合（3/10）や26年度総会（4/中頃予定）に参加頂きたく、

入会審査の期間も考慮し、

2月27日（金）迄に申込み 頂けますと幸甚です。

詳細は、以下 「全国ロボット・地域連携ネットワーク」 専用ホームページにてご確認下さい。

https://www.jmfrri.gr.jp/region_network

ご不明な点は、事務局までお問合せ下さい。

ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会

RINGプロジェクト事務局 酒井、野上

（  ring@jmfrri.gr.jp ／  03-6302-1861 ）

https://www.jmfrri.gr.jp/region_network
mailto:ring@jmfrri.gr.jp
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